
米子市掲示第５４号 

条件付一般競争入札の実施について 

 条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６第１項及び米子市契約規則（平成１７年米子市規則第４

３号）第１４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

平成２５年１２月３日 

                 米子市長 野 坂 康 夫  

    

１ 業務の内容  

（１）業務名    

一般廃棄物収集運搬業務 

（２）業務概要   

   市が定める委託収集計画に従い、指定された収集区域内の土地又は

建物の占有者によって集積場所に持ち出された可燃ごみ及び古紙類を、

指定された日時に収集し、並びに指定された場所に運搬し、及び搬入

する。 

（３）委託期間   

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで（５年間） 

２ 契約条項を示す場所及び日時 

（１）場所 

   米子市加茂町一丁目１番地   米子市総務部入札契約課 

（２）日時 

   平成２５年１２月３日（火）から平成２６年１月１４日（火）まで

の日（次に掲げる日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

ア 日曜日及び土曜日 



イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日   

ウ 平成２５年１２月３０日及び同月３１日並びに平成２６年１月２

日及び同月３日 

３ 入札説明書の交付 

  この公告に記載のない事項については、入札説明書によるものとし、

次により希望者に交付するものとする。 

（１）交付場所 

   前項第１号に掲げる場所及び米子市ホームページ 

（２）交付期間 

   前項第２号に掲げる日時 

４ 入札参加申込みの期限及び場所 

（１）入札参加申込期限 

   平成２５年１２月２５日（水）午後５時 

（２）入札参加申込場所 

   米子市加茂町一丁目１番地  米子市総務部入札契約課 

５ 入札参加資格 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００

号）第４条第１号から第３号までに規定する委託基準に適合すると認めら

れ、かつ、表１に掲げる要件の全てを満たした事業協同組合又は共同企業

体であって、その構成員が平成２５年１２月３日（以下「公告日」という。）

現在において表２に掲げる要件の全てを満たしているものでなければ、本

件入札に参加することができません。  

 

表１ 事業協同組合又は共同企業体としての要件  

区分 事業協同組合の場合  共同企業体の場合  

設立根拠  

中小企業等協同組

合法（昭和２４年法律

第１８１号）に基づき 

共同企業体協定を

構成員間で締結する

ことによって設立さ  



 
設立されたものであ

ること。 

れたものであること。 

必要とする構成員数   ３者以上  

主たる事務所の所在

地 

米子市内にあること。 

（当該組合に適用）  

米子市内にあること。 

（構成員全員に適用） 

構成要件  

 

公告日現在におい

て、構成員全員が米子

市における一般廃棄

物収集運搬許可業者

（塵芥収集運搬に限

る。）であること、又

は事業協同組合とし

て米子市における一

般廃棄物収集運搬業

務受託業者であるこ

と。 

公告日現在におい

て、構成員全員が、米

子市における一般廃

棄物収集運搬許可業

者（塵芥収集運搬に限

る。）又は一般廃棄物

収集運搬業務受託業

者（事業協同組合を除

く。）であること。  

 

納付金の滞納状況  

市税その他米子市

への納付金並びに消

費税及び地方消費税

を滞納していないこ

と。ただし、入札日ま

でに完納すれば可と

する。 

 

 

 

 

 

構成員の重複禁止  

 構成員が、本件入札に参加する他の事業協

同組合又は共同企業体の構成員となっていな

いこと。 

一般廃棄物収集運搬  

業務の実績  

平成２４年度において米子市クリーンセンタ

ーに搬入した一般廃棄物の量が、事業協同組

合又は共同企業体の構成員の合算値で３００

トン以上であること。 

 

表２ 構成員となり得る者の要件  

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３

７号）第７条第５項第４号イからヌまでのいずれにも該当して

いないこと。  

２ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開

始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定

による更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなされてい

ないこと。  



３ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定により入札参加資格

を有しない者でないこと。  

４ 市税その他米子市への納付金並びに消費税及び地方消費税を

滞納していないこと。ただし、入札日までに完納すれば可とす  

る。 

５ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。 

６ 市内における一般廃棄物の収集運搬業務の実績を２年以上有

すること。 

６ 入札保証金 

  免除する。 

７ 入札の方法 

  郵送又は電送による入札は、認めない。 

８ 最低制限価格 

   予定価格（非公表）の１０分の９に相当する額の最低制限価格を設

定する。 

９ 入札執行の日時及び場所 

（１）入札執行の日時 

   平成２６月１月１４日（火）午前１０時 

（２）入札執行の場所 

   米子市加茂町一丁目１番地  

米子市役所本庁舎２階 ２０２会議室  

10 落札 

（１）最低制限価格を下回る入札金額を提示した者は、落札者となること

はできず、予定価格を下回る価格で入札した者のうち最低価格を提示

した者を落札者とする。  



（２）落札となるべき同価格での入札者が２人以上ある場合は、くじによ
り決定する。  

11 入札の無効 

   この公告に示した入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する

条件に違反した入札は、無効とする。 

12 入札に当たっての留意事項 

（１）代理人により入札しようとするときは、必ず委任状を提出すること。 

（２）入札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関

し不正の行為があると認められたときは、入札の執行を中止すること

がある。 

（３）前２号に掲げるもののほか、本件入札に当たって留意すべき事項は、

米子市契約規則及び米子市会計規則（平成１７年米子市規則第４４号）

並びに入札説明書に定めるところによる。 

13 その他 

  問合せ先は、米子市総務部入札契約課（電話０８５９－２３－５３６

５）とする。  


